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募
　
集

抽
選
の
上
格
安
で
提
供
し
ま
す

自
転
車
・
家
具
類
の
再
生
品

時
12
月
１
〜
28
日（
日
曜
日・祝
日
を

除
く
）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

内
展
示
期
間
中
に
申
し
込
み
を
受
け

付
け（
１
人
自
転
車
１
品
、家
具
１

品
）、令
和
３
年
１
月
５
日
㈫
に
抽
選
、

当
選
者
へ
通
知
後
、引
き
渡
し
。小
型

家
具
な
ど
の
即
売
あ
り（
平
日
の
み
）

対
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方　

料
各
展
示
再
生
品
に
掲
示　
申
来
館
で

場 

問
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
（
仁
井
田

字
北
原
３
︱
３
、
あ
ら
か
わ
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
539
︱
９
２
５
３

農
業
委
員
募
集

内
市
農
業
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、

欠
員
補
充
の
た
め
募
集
を
行
い
ま
す
。

任
期
／
市
長
に
よ
る
任
命
の
日
か
ら

前
任
者
の
残
任
期
間
で
あ
る
令
和
５

年
７
月
19
日
ま
で

身
分
／
市
の
非
常
勤
特
別
職

報
酬
／
月
額
４
８
，
３
０
０
円

対
農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農

業
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に

関
し
、
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
方　
申
12
月
８
日
〜
１

月
７
日
に
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は

農
業
企
画
課
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
農
業
委
員

会
事
務
局
ま
で
持
参
か
郵
送
で

問
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
525
︱
３
７
７
９

農
業
企
画
課
☎
525
︱
３
７
２
６

暮
ら
し

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

対
令
和
元
年
東
日
本
台
風
で
令
和
元

年
10
月
12
日
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
市

内
の
住
家
が
全
壊
、
大
規
模
半
壊
ま

た
は
半
壊
（
取
り
壊
し
更
地
に
し
た

場
合
）
と
な
り
、
被
災
さ
れ
た
方

申
基
礎
支
援
金
／
令
和
３
年
11
月
11

日
ま
で
（
延
長
に
な
り
ま
し
た
）

加
算
支
援
金（「
建
替
・
購
入
」「
補

修
」「
賃
貸
」
の
再
建
方
法
に
よ
り

支
給
）／
令
和
４
年
11
月
11
日
ま
で

※
基
礎
支
援
金
を
申
請
し
な
け
れ
ば
、

加
算
支
援
金
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

添
付
書
類
、
支
給
内
容
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
地
域
福
祉
課
☎
525
︱
３
７
６
０

交
通
事
故
防
止

市
民
総
ぐ
る
み
運
動

時
12
月
10
日
〜
令
和
３
年
１
月
７
日

内
交
通
事
故
防
止
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
❶
飲
酒
運
転
な
ど
悪

質
・
危
険
な
運
転
の
根
絶
❷
高
齢
者

と
子
ど
も
の
交
通
事
故
防
止
❸
夕
暮

れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防
止
❹
全

席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

問
生
活
課
☎
525
︱
３
７
８
７

民
生
委
員
に
関
す
る
お
知
ら
せ

内
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
地
域
内

の
実
態
把
握
の
た
め
、
65
歳
以
上
の

高
齢
者
が
い
る
お
宅
を
訪
問
し
て
い

ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

訪
問
の
際
に
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
。

問
地
域
福
祉
課
☎
525
︱
３
７
６
０

市
見
舞
金
支
給
・
東
日
本

大
震
災
義
援
金
配
分

内
次
の
要
件
を
満
た
す
方
で
、
配
分

を
一
度
も
受
け
て
い
な
い
方
は
、
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。　
対
平
成

23
年
３
月
11
日
に
お
住
ま
い
だ
っ
た

市
内
の
住
家
（
ア
パ
ー
ト
・
借
家
も

含
む
）
が
市
に
よ
る
半
壊
以
上
の
被

害
認
定
を
受
け
た
方　
持
り
災
証
明

書
、
申
請
者
（
世
帯
主
）
の
は
ん
こ
、

申
請
者
の
金
融
機
関
の
通
帳
な
ど

※
被
害
家
屋
の
調
査
受
け
付
け
は
終

了
い
た
し
ま
し
た
。

問
地
域
福
祉
課
☎
525
︱
３
７
６
０

還
付
金
詐
欺
に
注
意
！

内
「
払
い
す
ぎ
た
保
険
料
を
還
付
す

る
。
携
帯
電
話
を
も
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

行
け
」
な
ど
と
い
う
不
審
な
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
と
の
相
談
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
市
役
所
が
、
電
話
で

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
す
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
警
察

や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
522
︱
５
９
９
９

照
明
器
具
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
安

定
器
に
関
す
る
訪
問
調
査

内
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
㈱
ゼ
ン
リ

ン
の
調
査
員
が
調
査
対
象
者
な
ど
を

訪
問
し
、
使
用
・
保
管
状
況
の
確
認

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
聞
き
取
り

調
査
な
ど
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
令
和
３
年
１
月
ま
で
実
施
予
定
。

な
お
、
調
査
員
が
照
明
器
具
な
ど
に

触
れ
て
確
認
す
る
こ
と
や
、
調
査
費

用
を
請
求
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま

せ
ん
。
不
審
な
点
が
あ
る
場
合
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
廃
棄
物
対
策
課
☎
529
︱
５
２
６
６

家
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

内
こ
の
調
査
は
、
家
計
収
支
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
社
会
・
経
済
諸
施

策
の
立
案
の
基
礎
資
料
作
成
の
た
め

に
行
わ
れ
ま
す
。
対
象
地
域
の
世
帯

に
調
査
員
が
伺
い
ま
し
た
ら
ご
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
県
・
統
計
課
☎
521
︱
７
１
４
５

市
・
情
報
政
策
課
☎
525
︱
３
７
７
１

国
保
・
年
金

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

内
令
和
２
年
１
〜
12
月
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
で
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
11

月
上
旬
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。（
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
ま
で

の
期
間
に
そ
の
年
に
初
め
て
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
は
令
和
３
年
２
月

上
旬
に
送
付
予
定
）。
年
末
調
整
や

確
定
申
告
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の

申
告
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
︱
003
︱
004

※
050
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け
る

場
合
は
、03
︱
６
６
３
０
︱
２
５
２
５

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
535
︱
０
１
４
１
（
音
声
案
内
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

〜
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
は
〜

内
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
同
じ
月

に
支
払
っ
た
金
額
の
合
計
が
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。
一
度
申
請
す
る
と
次
回
か

ら
は
自
動
的
に
限
度
額
を
超
え
た
分

が
指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
。　
申
国
保
年
金
課
ま
た
は
各

支
所
の
窓
口
で　
持
は
ん
こ
、
保
険

証
、
預（
貯
）金
通
帳

問
国
保
年
金
課
☎
525
︱
３
７
２
４

税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

第
３
期
、
国
民
健
康
保
険
税

第
６
期
納
期
限
は
12
月
25
日
㈮

内
市
税
等
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が

お
勧
め
で
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課
☎
525
︱
３
７
１
７

内「もしかしたら認知症かも？」「認知
症の治療を受けてほしいのに、病院に
行ってくれない」など認知症についての
困りごとはありませんか？“認知症初期
集中支援チーム”では、認知症や認知症
の疑いのある方とその家族の相談を受け
付けています。相談内容に応じて、適切
な医療・介護に繋ぐお手伝いをします。
対40歳以上の認知症の心配がある方や
ご家族
申認知症初期集中支援チーム
　（あずま通りクリニック）☎572−4611

問長寿福祉課　☎529−5064

医療や介護の専門
職が訪問すること
も可能ですので、
ご相談ください。

認知症が心配な方は
ご相談ください

　積雪時に道路の通行を確保するため、除雪車や凍結防止
剤散布車が作業をします。主に交通量の少ない深夜から早
朝に作業しますが、大雪や明け方の降雪によっては除雪が
間に合わない場合がありますので、ご理解をお願いします。

❶除雪車や凍結防止剤散布車への接近や無理な追い越し
をしないでください。

❷通行の妨げになる路上駐車はしないでください。
❸交通事故の原因や通行する人の迷惑になりますので、
道路に大量の雪を出さないでください。

❹水のあふれ・冠水の危険性があるため、側溝に雪を捨
てないでください。

❺大型除雪車で行うため、やむを得ず玄関や車庫の前な
どに雪を寄せていく場合があります。

❻市で除雪できない生活道路や歩道、高齢者や障がい者
世帯の除雪に、地域の皆さんのご協力をお願いします。

■問
【市道】平日の日中：道路保全課　　　☎525−3754
平日の夜間・土日祝日：市役所（代表）　☎535−1111
【県道】県北建設事務所管理課　　　　☎521−2529
【国道４号・国道13号（平和通り〜中央郵便局前交差点）】
福島国道維持出張所　　　　　　　　☎546−0524
【国道13号（中央郵便局前交差点より北、福島西道路）】
栗子国道維持出張所　　　　　　　　☎0238−34−2221

道路除雪にご理解と
ご協力をお願いします

　市では納期内に納付した方との公平性を保つため、相談
がなく納付のない場合には、預金・給与・売掛金・不動産
などの財産の差し押さえ、公売などの滞納処分を行います。
必ず納期内の納付をお願いします。なお、納税が困難な方
はご相談ください。

12月は年末納税推進強化月間です

問納税課　納税の相談について／☎525−3736
　　　　　口座振替等について／☎525−3717

■休日・夜間相談窓口をもうけます
　年末納税推進強化月間に合わせて、下記のとおり休日・
夜間の相談窓口を設けます。新型コロナウイルスの影響
で納税が困難な場合、猶予制度があります。
【休日・夜間相談窓口】

日　時 会　場 ※休日・夜間
は西側出入
り口をご利
用ください。

12月 ６日㈰ 午前９時 〜 午後４時 市役所２階
納税課窓口12月 ８日㈫ 午後５時15分〜８時

12月10日㈭ 午後５時15分〜８時

　市税等の納付には、口座振替やスマート
フォン決済アプリの利用が便利です。詳しく
は、お問い合わせいただくか市のホームペー
ジをご確認ください。

花のまちチャレンジガーデン
第16期メンバー募集

花で飾られているお庭などを一般公開し、地域の皆さんと交流を楽しめる方を募集。締め切り／令和３年
９月30日㈭まで（当日消印有効）※詳しくはお問い合わせください。� ■問／公園緑地課☎525−3737乗り越えて昔話にするコロナ　（山

やまもと

本　邦
く に お

夫）新型コロナウイルスに負けない！福島エール川柳


